
東京都水道局の内部統制に関する方針 

 

第１ 内部統制の目的 

東京都水道局の根源的使命は、安全でおいしい高品質の水を安定して供給すること

にある。 

また、水道事業は極めて公共性が高い事業であり、水道を利用するお客さまの信頼

の上に成り立っている。 

一たび不祥事が発生すれば、水道局の施策に関する理解が得られないだけにとどま

らず、安全でおいしい高品質な水を安定して供給すると言う当局の根源的使命を果た

せなくなるおそれがある。それにもかかわらず、水道局では、平成 24年、26年、30年に

相次いで不祥事が発覚しており、お客さまから真に信頼される組織へと生まれ変わるた

めにも、二度と不祥事が発生しない仕組みづくりに全力を尽くしていく必要がある。 

このため、不祥事の防止、発見及び対応を目的とした「内部統制」の構築に取り組み、

組織としての力を発揮するとともに、職員が安心して仕事ができる仕組みを整える。 

 

第２ 内部統制の対象 

内部統制には、①業務の効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、

③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全という４つの目的があると言われており、

いずれも重要なものである。特に、水道局では業務に関わる法令等の遵守は喫緊の課

題となっており、令和元年 12 月にはコンプライアンスを最重要視した事業運営を「コン

プライアンス経営宣言」で宣言したところである。このため、まずは③業務に関わる法令

等の遵守に重点化する。 

あわせて、①業務の効率的かつ効果的な遂行にも十分配慮し、③業務に関わる法

令等の遵守を推進する。 

 

第３ 内部統制の取組 

内部統制は、局横断的な内部統制及び業務レベルの内部統制に関する以下の４つ

の段階からなる取組である。 

⑴ 第１段階（内部統制の整備） 

業務に関わる法令等の違反に伴う不祥事が発生するリスクに対して、想定されるリ

スクの分析及び重要性の評価並びに重点的に対応すべきリスクの選定や取組の検

討を実施する。 

⑵ 第２段階（内部統制の運用） 

全ての職場で不祥事が発生するリスクを識別し、対応策を講じて実行するとともに、

日々の業務執行において、コンプライアンスプログラムに定める将来に向けて不祥事

を未然に防止する取組を実施する。 

また、水道局が所管する政策連携団体に対するグループガバナンスの確保に向け

た取組を実施する。 



⑶ 第３段階（内部統制の評価） 

毎事業年度、内部統制に関する取組結果の評価を行い、評価結果を取りまとめて

独立的立場から内部統制評価報告書を作成する。 

また、水道事業の安定性、公益性の維持の観点から外部目線を取り入れる仕組み

を実施する。 

評価を実施することで抽出した課題等は、外部有識者にも意見を伺い、次年度の

取組に反映する。 

⑷ 第４段階（内部統制評価報告書の公表） 

内部統制評価報告書には、東京水道グループコンプライアンス有識者委員会の意

見を付けて公表する。 

 

上記の取組により、業務を正確に行い、不正が起こりにくい環境が生まれ、職員が安

心して仕事ができる仕組みが構築されるとともに、こうした取組を通じ、業務の効率的か

つ効果的な遂行を目指す。 

 

第４ 内部統制の推進体制 

１ 内部統制の局内推進体制は、別表のとおりとする。 

２ この方針において「本庁部長」とは、総務部、職員部、経理部、サービス推進部、浄

水部、給水部、建設部並びに多摩水道改革推進本部調整部及び施設部の長並び

に各担当部長をいう。 

３ この方針において「事業所」とは、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用セ

ンター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所を

いい、「事業所長」とは、その長をいう。 

４ この方針において「各課」とは、部の課、営業所、給水事務所、浄水場、取水管理事

務所及び貯水池管理事務所をいい、「各課長」とは、その長及び各担当課長をいう。 

 

なお、内部統制の推進は、職員一人一人の当事者意識による自己統制が基本であ

り、別表に定める体制のみで推進することに限定するものではない。 

 

第５ その他 

このほか、必要な事項は要綱に定める。 

 

  附 則 

  この方針は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

  この方針は、令和５年４月１日から施行する。  



（別表）内部統制の局内推進体制 

役  割 内  容 職 

内部統制最高責任者 内部統制の基本方針等の重要事項

を決定 水道局長 

内部統制責任者 内部統制の実務的な責任者 職員部長 

内部統制総括員 内部統制推進部門及び内部統制評

価部門の責任者 

職員部 

コンプライアンス

担当課長 

系列部内部統制推進

責任者 
所管事業所を含む系列部内の内部

統制推進の責任者 本庁部長 

事業所内部統制推進

責任者 事業所内の内部統制推進の責任者 事業所長 

内部統制員 各課における取組を推進するととも

に評価を実施 各課長 

 

部 署 内  容 職 

内部統制推進部門 内部統制の整備及び運用を推進 
職員部人事課 

コンプライアンス

推進担当 

内部統制評価部門 内部統制の整備状況及び運用状況

を評価 

職員部人事課 

コンプライアンス

監理担当 

 

会議体 内  容 職 

内部統制推進会議 
内部統制の取組状況の評価並びに

構造的課題の識別及び改善に関し

て必要な事項の検討 

内部統制最高責

任者（水道局長） 

内部統制責任者 

（職員部長） 

系列部内部統制

推進責任者（本庁

部長） 

 


